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＜  目  次  ＞

1.8.1 概要

1.8.1.1 水源の確保を行うための措置

1.8.1.2 第１貯水槽へ水を補給するための措置

1.8.1.3 水源を切り替えるための措置

1.8.1.4 自主対策設備

22



1.8.1 概要  

1.8.1.1 水源の確保を行うための措置  

(１ ) 水源の確保を行うための手順  

    重大事故等に対処するため，水源の確保が必要となっ

た場合には，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の

状態確認をするとともに，水の移送に使用する水源及び

ホース敷設ルートを決定する手順に着手する。  

    本手順は，水源の確保を，実施責任者，建屋外対応班

長及び情報管理班（以下「実施責任者等」という。）の要

員５人，建屋外対応班の班員４人の合計９人体制で，対

処の移行判断後１時間 30 分以内に対処可能である。  

    なお，水の移送ルートは，送水に必要となる各作業時

間を考慮し，水の供給開始までの時間が最短になる組合

せを優先して確保する。  
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1.8.1.2 第１貯水槽へ水を補給するための措置  

(１ )  第２貯水槽及び尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ

又は二又川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）か

ら第１貯水槽へ水を補給するための手順  

重大事故等の対処に必要な水を，第１貯水槽へ補給す

る場合において，第１貯水槽へ水を補給するための手順

に着手する。  

本手順では，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給

準備及び水の補給，敷地外水源から第１貯水槽への水の

補給準備及び水の補給を実施する。  

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員 10 人の合計 15 人

体制にて作業を実施した場合，水の補給開始は，燃料貯

蔵プール等への水のスプレイ，放水設備による大気中へ

の放射性物質の放出抑制又は燃料貯蔵プール等への大容

量の注水による工場等外への放射線の放出抑制の実施判

断後，３時間以内で対処可能である。  

敷地外水源から第１貯水槽への水の補給は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31 人

体制にて，作業を実施した場合，１系統による水の補給

開始は，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備完

了後 7 時間以内で対処可能である。  

なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての水の補給の対

応において共通の要員である。  

44



     ２系統による水の補給は，本対策の実施判断後 13 時

間以内に対処可能である。  

     ３系統による水の補給は，本対策の実施判断後 19 時

間以内に対処可能である。  
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1.8.1.3 水源を切り替えるための措置  

(１ ) 第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替えるための手順  

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要になった場

合は，水の補給源を敷地外水源からの補給に切り替える

ための手順に着手する。  

本手順では，水の補給源の切り替えを，実施責任者等

の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31 人体制

で，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備完了後

７時間以内に対処可能である。  
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1.8.1.4 自主対策設備  

重大事故等の対処を確実に実施するための対策の抽出

を行った結果，重大事故等への対処に必要となる水を供

給するための自主対策設備 ※ １ 及び手順等を以下のとお

り整備する。  

   ※１自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全ての再処理施設の状況におい

て使用することは困難であるが，再処

理施設の状況によっては，事故対応に

有効な設備。  

 

(１ ) 二又川取水場所Ｂ，淡水取水設備貯水池及び敷地内西

側貯水池 (以下（淡水取水源）という。 )を水源とした，

第１貯水槽への水の供給  

 

   ａ .設備  

重大事故等時，第１貯水槽へ水を補給する場合は，第

２貯水槽及び敷地外水源を優先して対処を行うが，第

２貯水槽及び敷地外水源を優先して対処ができない場

合には，淡水取水源を水の補給源として第１貯水槽へ

水の補給を行う設計とする。  

 

   ｂ .手順  

淡水取水源を水源とした，第１貯水槽への水の供給の主

な手順は以下のとおり。  
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重大事故等時において，第２貯水槽及び敷地外水源が

使用できない場合において，淡水取水源からの水の補給

が可能な場合，淡水取水源を水の補給源として第１貯水

槽へ水の補給を行う手順に着手する。本手順は，以下の

人員，時間で実施可能である。  

二又川取水場所Ｂから第１貯水槽への水の補給は，実

施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合計

19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対策

の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

淡水取水設備貯水池から第１貯水槽への水の補給は，

実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合

計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対

策の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

敷地内西側貯水池から第１貯水槽への水の補給は，実

施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合計

19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対策

の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に

係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するための要

員及び時間を確保可能な場合に着手を行うこととしてい

るため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。  
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的 

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の

確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）を補給源とした，補給

源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対応手段と重大事故等

対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

水
源
の
確
保 

水
源
の
確
保 

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要が

ある場合，水源の確保を行う。 

送
水
ル
ー
ト
の
選
択 

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認を

した後，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルート

を決定する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・第５表（6／15）「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ」の対処を継続している場合。 

・第５表（8／15）「工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための手順等」のうち「放水設備による

大気中への放射性物質の放出抑制」の対処を継続し

ている場合。 

・第５表（8／15）「工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための手順等」のうち「燃料貯蔵プール

等への大容量の注水による工場等外への放射線の放

出抑制」への対処を継続している場合。 

 第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第２

貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に設置する。可搬型建

屋外ホースを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可

搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した

後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給

する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了し

た場合，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給作業に

着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷地

外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を敷地外水源に設置し，可搬型建屋外ホ

ースを敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建

屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型

移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
に
第
１
貯
水
槽
へ
の 

水
の
補
給
源
の
切
り
替
え 

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合，第１貯水槽への水の補給源を第２貯水

槽から敷地外水源に切り替える。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料１．８－２】 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始まで

の時間が最短になる組合せを優先して確保する。 

【成立性】 

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレ

ーナを設置しており，異物の混入を防止する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に関する手

順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
防
護 

放
射
線
管
理 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織

要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等 

水源の確保 

実施責任者等の

要員 
５人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
４人 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

３時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
10人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

１系統目 

７時間 

以内 

※１ 

２系統目 

13時間 

以内 

※１ 

建屋外対応班の

班員 
26人 ３系統目 

19時間 

以内 

※１ 

第２貯水槽から敷地外水源へ第

１貯水槽への水の補給源の切り

替え 

実施責任者等の

要員 
５人 

７時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
26人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的 

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の

確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）を補給源とした，補給

源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対応手段と重大事故等

対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

水
源
の
確
保 

水
源
の
確
保 

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要が

ある場合，水源の確保を行う。 

送
水
ル
ー
ト
の
選
択 

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認を

した後，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルート

を決定する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・第５－１表（6／15）「使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ」の対処を継続している場合。 

・第５－１表（8／15）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「放水設備に

よる大気中への放射性物質の放出抑制」の対処を継

続している場合。 

・第５－１表（8／15）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「燃料貯蔵プ

ール等への大容量の注水による工場等外への放射線

の放出抑制」への対処を継続している場合。 

 第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第２

貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に設置する。可搬型建

屋外ホースを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可

搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した

後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給

する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了し

た場合，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給作業に

着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷地

外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を敷地外水源に設置し，可搬型建屋外ホ

ースを敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建

屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型

移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
に
第
１
貯
水
槽
へ
の 

水
の
補
給
源
の
切
り
替
え 

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合，第１貯水槽への水の補給源を第２貯水

槽から敷地外水源に切り替える。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始まで

の時間が最短になる組合せを優先して確保する。 

【成立性】 

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレ

ーナを設置しており，異物の混入を防止する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５－１表（10／15）「電源の確保に関す

る手順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
防
護 

放
射
線
管
理 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織

要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

1717



手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

水源の確保 

実施責任者等の

要員 
５人 

１時間 30分 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
４人 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

３時間 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
10人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

１系統目 

７時間 

以内 

※１

２系統目 

13時間 

以内 

※１

建屋外対応班の

班員 
26人 ３系統目 

19時間 

以内 

※１

第２貯水槽から敷地外水源へ第

１貯水槽への水の補給源の切り

替え 

実施責任者等の

要員 
５人 

７時間 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
26人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す
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7. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等  

 

【要求事項】  

 再処理事業者において、設計基準事故への対処に必要な水源と

は別に、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する

水源を確保することに加えて、再処理施設には、設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。  

 

【解釈】  

１  「設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事故等

への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故に対処するための設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手段等をいう。  

  a) 想定される重大事故等が収束するまでの間、十分な量

の水を供給できる手順等を整備すること。  

  b) 複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確

保されていること。  

  c) 各水源からの移送ルートが確保されていること。  
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  e) 代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておく

こと。  

  f) 必要な水の供給が行えるよう、水源の切替え手順等を

定めること。  

安全冷却水系の冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処，燃

料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処及び工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための対処に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

設備を整備する。  

ここでは，これらの設備を活用した手順等について説明す

る。  
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 ａ．対応手段と設備の選定  

 ( a ) 対応手段と設備の選定の考え方  

   「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等」のうち「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等へ

の注水」，「冷却コイル等への通水による冷却」及び「セルへ

の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」への対処，

「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち

「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」への対処並びに「 6. 工場等外への放射性物

質等の放出を抑制するための手順等」のうち「放水設備によ

る大気中への放射性物質の放出抑制」，「燃料貯蔵プール等へ

の大容量の注水による工場等外への放射線の放出抑制」及び

「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空

機燃料火災，化学火災の対応」への対処の水源として第１貯

水槽を水源とした，水源の確保の対応手段と重大事故等対処

設備を選定する。  

   重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続し

て供給するため，第２貯水槽又は敷地外水源を補給源とし

た，補給源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。  

   なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能であ

る。  

   重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段として自主対策設備を選定する。  
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   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

だけでなく，事業指定基準規則第四十一条及び技術基準規則

第四十五条の要求事項を満足する設備を網羅することを確

認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。  

 

 ( b ) 対応手段と設備の選定の結果  

   技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十一条並

びに技術基準規則第四十五条からの要求により選定した対

応手段及びその対応に使用する重大事故等対処設備並びに

自主対策設備を以下に示す。  

   なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第７－１表に整理する。 

 

  ⅰ．水源の確保を行うための対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 水源の確保  

    重大事故等時，水源を使用した対処を行う場合，第１貯

水槽及び第２貯水槽の水位並びに敷地外水源の確認を行

い，水源を確保する。また，水の移送ルートを確認し，水

の移送に使用する水源及びホース敷設ルートを決定する。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

    水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  
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    計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源の確保を行うための対応手段及び設備で使用する

設備のうち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。計装設備の可

搬型貯水槽水位計（ロープ式）及び可搬型貯水槽水位計

（電波式）を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。  

    これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に要求

される設備が全て網羅されている。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な

条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

 

  ⅱ．水源へ水を補給するための対応手段及び設備  
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  (ⅰ ) 第１貯水槽へ水を補給するための対応  

重大事故等時において，重大事故等への対処に必要と

なる第１貯水槽の水が可能な限り減ることが無いように，

第２貯水槽及び敷地外水源若しくは二又川取水場所Ｂ，

淡水取水設備貯水池及び敷地内西側貯水池（以下「淡水

取水源」という。）を利用し，第１貯水槽への水の補給を

行う。  

 

   １ ）  第２貯水槽を補給源とした第１貯水槽へ水を補給す

るための対応  

     重大事故等時，第２貯水槽を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  

・軽油用タンクローリ  
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     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  

 

     本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応

手段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で

整備する。  

 

   ２ ）  敷地外水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応  

     重大事故等時，敷地外水源を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  
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・軽油用タンクローリ  

     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  

 

     なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能であ

る。  

     本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応

手段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で

整備する。  

 

   ３ ）  淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応  

     重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯

水槽及び敷地外水源を優先して対処を行うが，淡水取

水源を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行う

手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

      ・淡水取水設備貯水池  

      ・敷地内西側貯水池  

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  
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・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計  

 

     なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能であ

る。  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源へ水を補給するための対応手段及び設備のうち，

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補機駆動

用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備と

して設置する。水供給設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース，ホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計装設備の可搬

型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽水位計（電波

式）及び可搬型第１貯水槽給水流量計を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。  

    これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に要求

される全ての設備が網羅されている。  
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    以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処

に必要となる十分な量の水を確保することができる。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な

条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

    「淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応」に使用する設備（ａ .( b )ⅱ .(ⅱ )  3） 参照）

のうち，淡水取水設備貯水池及び敷地内西側貯水池は，

地震発生時に補給に必要な水量が確保できない可能性が

あることから，自主対策設備として位置づける。本対応

を実施するための具体的な条件は，地震発生時に補給に

必要な水を貯水している場合，第１貯水槽へ水を補給す

る手段として選択することができる。  

    また，二又川取水場所Ｂは，重大事故等の対応に必要

な量の水を確保することができる場合は，第１貯水槽へ

補給する水の補給源として活用する。  

 

  ⅲ．水源を切り替えるための対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

2828



 

 

源の切り替えを行うための対応  

    第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合には，水の補給源を敷地外水源からの補

給に切り替える手段がある。  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

    水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

    補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  

・軽油用タンクローリ  

    計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  
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    本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手

段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で整備

する。  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源を切り替えるための対応手段及び設備で使用する

設備のうち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並

びに補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故

等対処設備として設置する。水供給設備の大型移送ポン

プ車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車及び運搬車，

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計

装設備の可搬型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽

水位計（電波式）及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を可

搬型重大事故等対処設備として配備する。  

    これらの設備により，技術的能力審査基準及び事業指

定基準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に

要求される全ての設備が網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，補給源の切り替え

を行うことができる。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な
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条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

 

  ⅳ．手順等  

    上記「ａ .(b)ⅰ．水源の確保を行うための対応手段及

び設備」，「ａ .(b)ⅱ．水源へ水を補給するための対応手

段及び設備」及び「ａ .(b)ⅲ．補給源を切り替えるため

の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手

順を整備する。  

    これらの手順は，実施組織要員による対応として各建

屋及び建屋外等共通の「防災施設課  重大事故等発生時

対応手順書」に定める（第７―１表）。  

    また，重大事故等時に監視が必要となる計装設備につ

いても整備する（第７－２表）。  

 

 ｂ．重大事故等時の手順  

 ( a ) 水源の確保の対応手順  

  ⅰ．水源の確保  

    重大事故等時，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水

源の状態確認をするとともに，水の移送に使用する水源

及びホース敷設ルートを決定する手段がある。  

 

   (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

     以下のいずれかの対処を行う必要がある場合。  
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     ・「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の発生防止対策の

対応手順」の「内部ループへの通水による冷却」

への着手判断をした場合。  

     ・「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の拡大防止対策の

対応手順」の「貯槽等への注水」，「冷却コイル等

への通水による冷却」又は「セルへの導出経路の

構築及び代替セル排気系による対応」への着手判

断をした場合。  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機

能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等からの小規模

な水の漏えい発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プ

ール等への注水」への着手判断をした場合。  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え

い発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」への着手判断をした場合。  

     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「大気中への放射性物質の

放出を抑制するための対応手順」の「放水設備に

よる大気中への放射性物質の放出抑制」への着手

判断をした場合。  
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     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「工場等外への放射線の放

出を抑制するための対応手順」の「燃料貯蔵プー

ル等への大容量の注水による工場等外への放射線

の放出抑制」への着手判断をした場合。  

     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火災，化学

火災に対応するための対応手順」の「再処理施設

の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災の対応」への着手判断をした場

合。  

 

   (ⅱ ) 操作手順  

     水源の確保の手順の概要は，以下のとおり。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－３図，ホース敷設図

を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水

源の確認を建屋外対応班の班員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，第１貯水槽，第２貯水槽

の水位を貯水槽水位計及び可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式）により、ホース敷設ルートの状況を目視に

より確認する。  

3333



 

 

③  建屋外対応班の班員は，敷地外水源の状態及びホ

ース敷設ルートの状況を確認する。  

④  建屋外対応班の班員は第１貯水槽へ可搬型貯水槽

水位計（電波式）を設置する。（本作業の成立性は

「９．事故時の計装に関する手順等」に記載す

る。）  

⑤  建屋外対応班の班員は第２貯水槽へ可搬型貯水槽

水位計（電波式）を設置する。（本作業の成立性は

「９．事故時の計装に関する手順等」に記載す

る。）  

⑥  実施責任者は，建屋外対応班の班員から各水源確

保の結果報告を受け，水源を選択するとともにホー

ス敷設ルートを決定する。  

⑦  上記の手順に加えて，実施責任者は，建屋外対応

班の班員から第７－３表に示す補助パラメータの確

認結果の報告を受けることにより，第１貯水槽及び

第２貯水槽の状態を確認する。  

 

   (ⅲ ) 操作の成立性  

     水源の確保の対応は，実施責任者，建屋外対応班長

及び情報管理班（以下 7.では「実施責任者等」とい

う。）の要員５人，建屋外対応班の班員４人の合計９人

にて作業を実施した場合，水源の確保完了まで，本対

策の実施判断後１時間 30 分以内で対処可能である。第

１貯水槽及び第２貯水槽への可搬型貯水槽水位計（電
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波式）設置作業の成立性は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」に記載する。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

重大事故等時，水源の確保を行う。  

 

 ( b ) 水源へ水を補給するための対応手順  

  ⅰ．第１貯水槽へ水を補給するための対応      

  (ⅰ ) 第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す
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るために，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に移動

し，設置する。可搬型建屋外ホースを第２貯水槽から第

１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯水槽

の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，

第１貯水槽へ水を補給する手段がある。  

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」の

対処を開始した場合。  

・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「放水設備による大気中へ

の放射性物質の放出抑制」の対処の実施を判断し

た場合。  

・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への大

容量の注水による工場等外への放射線の放出抑

制」への対処の実施を判断した場合。  

 

   ２ ）  操作手順  
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     第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への

水の補給の手順の概要は以下のとおり。  

     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所

定の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定

水位となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第

７－２図，タイムチャートを第７－ 14 図，ホース

敷設図を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第

１貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班

の班員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を

行い，第２貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波

式）を運搬及び設置する。  

③  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型

建屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水

流量計）を運搬及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第２

貯水槽の取水場所近傍に移動及び設置する。  

⑤  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置し

た大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送

ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニット）※１を第

２貯水槽の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。

取水ポンプの吸込部には，ストレーナを
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設置しており，異物の混入を防止する。

なお，ストレーナが目詰まりをした場合

は，清掃を行う。  

⑥  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホ

ース展張車により運搬し，第２貯水槽から第１貯

水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースと大型移送

ポンプ車及び可搬型第１貯水槽給水流量計を接続

する。  

⑦  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運

転を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの

状況を確認する。  

⑧  建屋外対応班の班員は，第１貯水槽を使用した重

大事故等への対処が継続している場合，実施責任

者の指示により大型移送ポンプ車による第２貯水

槽から第１貯水槽への水の補給を開始する。第２

貯水槽から第１貯水槽への水の補給中は，可搬型

第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量を確

認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操

作する。第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給

時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水流

量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽及び

第２貯水槽の貯水槽水位である。  

⑨  建屋外対応班の班員は，可搬型第１貯水槽給水流

量計が所定の流量であること及び第１貯水槽の水

位が所定の水位であることを確認し，第２貯水槽
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から第１貯水槽へ水が補給されていることを確認

する。第２貯水槽から第１貯水槽へ水が補給され

ていることを確認するために必要な監視項目は，

可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流

量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

⑩  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定

の水位以下となったことを確認した場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給を停止し，実施

責任者に報告する。第２貯水槽から第１貯水槽へ

の水の補給を停止するのに必要な監視項目は，第

２貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために第２貯水槽から第１貯水槽へ水を

補給する対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対

応班の班員 10 人の合計 15 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始は，燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ，放水設備による大気中への放射性物質の放出抑

制又は燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場

等外への放射線の放出抑制の実施判断後，３時間以内

で対処可能である。本対処は，第１貯水槽の水が不足

する場合，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給する

ために実施する。  
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  (ⅱ ) 敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を敷地外水源に移動及び

設置し，可搬型建屋外ホースを敷地外水源から第１貯水

槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水

箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯

水槽へ水を補給する手段がある。  

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。  
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    火山の影響により，降灰予報（やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

 

   １ ）  手順着手の判断基準  

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了

した場合。  

 

   ２ ）  操作手順  

     敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水

の補給の手順の概要は以下のとおり。  

     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－ 15 図，ホース敷設図

を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。建屋外対応班の班員は，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給準備完了後，実施責任

者の指示により敷地外水源から第１貯水槽への水の

補給を行うための作業を開始する。  
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第１貯水槽への水の補給水量を増やす必要がある場

合，以下の手順の③～⑧までを繰り返し行うこと

で，敷地外水源から大型移送ポンプ車３台で第１貯

水槽へ水の補給を行うことができる。  

②  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式）を

運搬及び設置する。  

③  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を敷地外

水源の取水場所近傍に移動及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第 1 貯水槽給水流量

計）の運搬及び設置を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により運搬し，敷地外水源から第１貯水槽

まで敷設し，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ

車及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を接続する。  

⑥  建屋外対応班の班員は，敷地外水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大

型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト） ※ １を敷地外水源の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置して

おり，異物の混入を防止する。なお，ストレ

ーナが目詰まりをした場合は，清掃を行う。  
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⑦  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて，敷設した可搬型建屋外ホースの状

態を確認する。  

⑧  実施責任者は，第１貯水槽を水源とした対処が継続

している場合，大型移送ポンプ車による敷地外水源

から第１貯水槽への水の補給の開始を建屋外対応班

の班員に指示する。敷地外水源から第１貯水槽への

水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１

貯水槽給水流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転

数及び弁開度を操作する。敷地外水源から第１貯水

槽への水の補給時に必要な監視項目は，可搬型第１

貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯

水槽の貯水槽水位である。  

⑨  実施責任者は，建屋外対応班の班員から，可搬型第

１貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第

１貯水槽の水位が所定の水位であることの報告を受

け，敷地外水源から第１貯水槽へ水が補給されてい

ることを確認する。敷地外水源から第１貯水槽へ水

が補給されていることを確認するのに必要な監視項

目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給

水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために敷地外水源から第１貯水槽への水
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を補給する対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外

対応班の班員 26 人の合計 31 人にて作業を実施した場

合，１系統による水の補給開始は，第２貯水槽から第

１貯水槽への水の補給準備完了後 7 時間以内で対処可

能である。  

     なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての水の補給の

対応において共通の要員である。  

     ２系統による水の補給は，本対策の実施判断後 13 時

間以内に対処可能である。  

     ３系統による水の補給は，本対策の実施判断後 19 時

間以内に対処可能である。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  
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  (ⅲ ) 淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯水

槽及び敷地外水源を優先して取水を行うが，淡水取水源

を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行うことを

想定し，大型移送ポンプ車を淡水取水源の取水場所近傍

に移動及び設置する。可搬型建屋外ホースを淡水取水源

から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１

貯水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起

動し，第１貯水槽へ水を補給する手段がある。  

    なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。  

 

   １ ）  手順着手の判断基準  

     第２貯水槽及び敷地外水源が使用できず，淡水取水

源に第１貯水槽へ補給できる水が確保できている場

合。  

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応

に係る要員及び時間とは別に，本対応を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手する。  

 

   ２ ）  操作手順  

     淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水

の補給の手順の概要は以下のとおり。  
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     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－ 16 図，タイムチャートを第７－ 17～ 19 図に示す。  

     送水手順の概要は，以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水補給準備の開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により淡

水取水源から第１貯水槽への水の補給を行うための

作業を開始する。  

以下の手順の③～⑧までの手順は全ての淡水取水源

で同様である。  

③  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式）を

運搬及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水流量

計）の運搬及び設置を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を淡水取

水源の取水場所近傍に移動及び設置する。  

⑥  建屋外対応班の班員は，淡水取水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大
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型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト） ※ １を淡水取水源の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置して

おり，異物の混入を防止する。なお，ストレ

ーナが目詰まりをした場合は，清掃を行う。  

⑦  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを淡水

取水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホ

ースと可搬型第１貯水槽給水流量計及び大型移送ポ

ンプ車を接続する。  

⑧  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの状態

を確認する。  

⑨  建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により大

型移送ポンプ車による淡水取水源から第１貯水槽へ

の水の補給を開始する。淡水取水源から第１貯水槽

への水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の

流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開

度を操作する。淡水取水源から第１貯水槽への水の

補給時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水

流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯水槽の貯水

槽水位である。  

⑩  実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型第１

貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第１

貯水槽が所定の水位であることの報告を受け，淡水
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取水源から第１貯水槽へ水が補給されていることを

確認する。淡水取水源から第１貯水槽へ水が補給さ

れていることの確認に必要な監視項目は，可搬型第

1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１

貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     二又川取水場所Ｂから第１貯水槽へ水を補給する対

応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員

14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給

開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能で

ある。  

     淡水取水設備貯水池から第１貯水槽へ水を補給する

対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班

員 14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補

給開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能

である。  

     敷地内西側貯水池から第１貯水槽へ水を補給する対

応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員

14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給

開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能で

ある。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処

に係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手を行うことと
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しているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪

影響を及ぼすことはない。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  (ⅳ ) 重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽へ

水を補給する必要がある場合には，第１貯水槽へ水を補

給するための対応手順に従い，第２貯水槽から第１貯水

槽への水の補給準備及び水の補給作業に続けて，敷地外

水源から第１貯水槽への水の補給準備及び水の補給作業

を実施する。  
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なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。  

 

 ( c ) 水源を切り替えるための対応手順  

  ⅰ．第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替え  

    重大事故等時，第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水

槽への水の補給源を切り替えることを想定し，第２貯水

槽近傍に設置していた大型移送ポンプ車を敷地外水源近

傍に移動及び設置し，敷地外水源近傍に敷設された可搬

型建屋外ホースと大型移送ポンプ車を接続する手段があ

る。  

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

   (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

     第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第

１貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であっ

て，第２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要に

なった場合。  

 

   (ⅱ ) 操作手順  

     第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補

給源の切り替えの手順の概要は以下のとおり。  
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     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－ 15 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水源

の切り替えの開始を建屋外対応班の班員に指示す

る。  

②  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを，取

水を行う敷地外水源の取水箇所近傍から第１貯水槽

まで敷設する。  

③  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定の

水位以下となったことを確認した場合，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給を停止する。水の補給

停止後，実施責任者に報告する。第２貯水槽から第

１貯水槽への水の補給を停止するのに必要な監視項

目は，第２貯水槽の貯水槽水位である。  

④  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置して

いた大型移送ポンプ車を敷地外水源の取水場所まで

移動及び設置する。敷地外水源の取水場所に設置し

た大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニ

ット ※ １）と敷地外水源から第１貯水槽まで敷設した

可搬型建屋外ホースを接続し，取水箇所に設置する。 

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取

水ポンプの吸込部には，ストレーナを設置
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しており，異物の混入を防止する。なお，

ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃

を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，敷地外水源近傍に設置した

大型移送ポンプ車の起動を行う。  

⑥  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースの水張

り及び空気抜きを行う。  

⑦  実施責任者は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１

貯水槽給水流量が所定の流量であること及び第１貯

水槽が所定の水位であることの確認をもって，補給

源の切り替えが完了したことを確認する。補給源の

切り替えが完了したことを確認するのに必要な監視

項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽

給水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

 

 

   (ⅲ ) 操作の成立性  

     第２貯水槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替え

の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の

班員 26 人の合計 31 人にて作業を実施した場合，水の

補給源の切り替え完了は，第２貯水槽から第１貯水槽

への水の補給準備完了後７時間以内で対処可能であ

る。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を
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行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

    重大事故等時に，第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯

水槽への水の補給源を切り替える場合には，水源を切り

替えるための対応手順に従い，補給源の切り替え作業を

実施する。  

 ( d ) その他の手順項目について考慮する手順  

   水源からの取水とそれに伴う手順及び設備については，

「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等」，「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

並びに「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」にて整備する。  
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   燃料の給油手順については「 8. 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。  

   各手順で定める，可搬型建屋外ホースの敷設，大型移送

ポンプ車の移動及び設置の手順は，アクセスルートの状況

によって選定されたどのホースの敷設ルートにおいても同

じである。また，取水箇所から水の供給又は補給先までの

ホースの敷設ルートにより，可搬型建屋外ホースの数量を

決定する。  

   各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを優先して確

保する。  
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補 1.8-2-1 

有毒ガス防護措置に係る申請書及び整理資料への反映事項の整理について 

再処理施設に対する有毒ガスの影響及び防護措置については，新規制基

準適合性審査における事業変更許可（以下「既許可」という。）において考

慮している事項である。 

一方，規則改正により，事業指定基準規則 第 20 条（制御室等）及び第

26 条（緊急時対策所）において，有毒ガスが発生した場合に運転員及び緊

急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発

生源に対し，有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置が追加で

要求され，技術的能力審査基準において，有毒ガス発生時の重大事故等に

対処する要員の防護について，吸気中の有毒ガス濃度を基準値以下とする

ための手順及び体制の整備，予期せず発生する有毒ガスへの対策等の具体

的要求事項が追加されている。 

また，規則改正にあわせて，有毒ガス防護に係る影響評価ガイド（以下

「影響評価ガイド」という）が策定されており，人体影響の観点から，有

毒ガスが施設の安全性を確保するために必要な要員の対処能力に影響を与

えないことを評価するための方法やとるべき対策が具体化されている。

このため，有毒ガス防護措置に関し，追加要求事項と既許可における対

応状況を確認した上で，整理資料への反映事項を整理する。

上記の対応として，既許可の申請書及び整理資料の補足説明資料から有

毒ガスを含む「大気（作業環境）の汚染事象」及び防護対策に係る箇所を

抽出し，影響評価ガイドの項目（発生源，防護対象者，検知手段及び防護

対策）の観点で既許可の対応内容を整理する。また，追加要求事項及び影

響評価ガイドに照らして有毒ガス防護措置として担保すべき事項を整理し，

既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請書本

文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

整理結果を「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-2 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項

技術的能力（1.8. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等） 

【本文 八、ハ.(2) 重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力】（P560） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の

事故の教訓を踏まえた重大事故等対策の設備

強化等の対策に加え，重大事故等が発生した

場合，大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる再処

理施設の大規模な損壊が発生した場合（以下

「大規模損壊」という。）若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合における以下の

重大事故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の整備，

教育，訓練の実施及び体制の整備を考慮し，

当該事故等に対処するために必要な手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整備等運

用面での対策を行う。 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」につい

ては，重大事故等対策のための手順を整備し，

重大事故等の対応を実施する。「ハ．(２) (ⅱ) 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムへの対応における

事項」については，「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故

等対策」の対応手順を基に，大規模な損壊が

発生した場合の様々な状況においても，事象

進展の抑制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対応を実

施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処し

得る体制においても技術的能力を維持管理し

ていくために必要な事項を,「原子炉等規制

法」に基づく再処理施設保安規定等において

規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置については，「使用済燃料の再処理の事業に

係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な

（関連する引用なし） ・防護対策

既許可では申請書本文又は添付書類に以下

の防護対策を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を整備

 第５表に記載する技術的能力 1.0～

1.14 の手順を指し，各々で整理して

いる。

・防護対策

 左記２のとおり技術的能力 1.0～1.14の

各々で整理するため，技術的能力 1.8で

は【本文 第５表 重大事故等対処にお

ける手順の概要（9／15）】で整理する。

【本文 八、ハ.(2) 重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力】 

左記２，３のとおり，他項目で整理するた

め，整理の対象外とした。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-3 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項

技術的能力に係る審査基準」（以下「技術的能

力審査基準」という。）で規定する内容に加え，

「事業指定基準規則」に基づいて整備する設

備の運用手順等についても考慮した「重大事

故等対策の手順の概要」，「重大事故等対策に

おける操作の成立性」及び「事故対処するた

めに必要な設備」を含めて手順等を適切に整

備する。重大事故等対策の手順の概要を第５

表，重大事故等対策における操作の成立性を

第６表, 事故対処するために必要な設備を第

７表に示す。 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) ６） 放

射性物質の漏えい」に示すとおり，液体状，

固体状及び気体状の放射性物質に関する閉じ

込め機能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定されないこ

とから，放射性物質の漏えいに対処するため

の手順等は不要である。 

【添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力】（P8-5-1） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の

事故の教訓を踏まえた重大事故の発生防止対

策及び重大事故の拡大防止対策（以下「重大

事故等対策」という。）の設備強化等の対策

に加え，重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除

く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」

という。）が発生した場合，大規模な自然災

害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる再処理施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生した

場合若しくは大規模損壊が発生するおそれが

ある場合における以下の重大事故等対処設備

に係る事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練の実施

及び体制の整備を考慮し，当該事故等に対処

するために必要な手順書の整備，教育，訓練

（関連する引用なし） 【添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力】 

左記２，３のとおり，他項目で整理するた

め，整理の対象外とした。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-4 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

の実施及び体制の整備等運用面での対策を行

う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，常圧

で運転していることから，重大事故に至るお

それのある安全機能の喪失から重大事故発生

までの事象進展が緩やか（設備の温度上昇や

圧力低下等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがって，重

大事故に至るおそれのある安全機能の喪失と

判断した後に，現場の状況を把握し，その状

況に応じた対策の準備とその後の対策を確実

に実施することが可能である。このため，要

求事項に加え，重大事故に至るおそれのある

安全機能の喪失時の初動対応に係る事項につ

いて手順の整備等の運用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」については，重大

事故等対策のための手順を整備し，重大事故

等の対応を実施する。「5.2 大規模な自然災

害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応における事項」について

は，「5.1 重大事故等対策」の対応手順を基

に，大規模損壊が発生した場合の様々な状況

においても，事象進展の抑制及び緩和を行う

ための手順を整備し，大規模損壊が発生した

場合の対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処し

得る体制においても技術的能力を維持管理し

ていくために必要な事項を，「核原料物質，

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

に基づく再処理施設保安規定等において規定

する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置については，「使用済燃料の再処理の事業

に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」（以下「技術

的能力審査基準」という。）で規定する内容

に加え，「再処理施設の位置、構造及び設備
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-5 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

の基準に関する規則」（以下「事業指定基準

規則」という。）に基づいて整備する設備の

運用手順等についても考慮した「重大事故等

対策の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処するため

に必要な設備」を含めて手順等を適切に整備

する。重大事故等対策の手順の概要を第５－

１表，重大事故等対策における操作の成立性

を第５－２表，事故対処するために必要な設

備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質の漏え

いに対処するための手順等」に示すとおり，

液体状，固体状及び気体状の放射性物質に関

する閉じ込め機能の喪失が発生した場合にお

いても，放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-7 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

ⅰ．水源の確保 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全

対策に加えて， 放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い， 移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理

については， 個人線量計を着用し，１ 作業

当たり 1 0ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，実施組織要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。重大事故等の対処時においては， 

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては， 確実に運搬及び移動

ができるように， 可搬型照明を配備する。 

・防護対策 

既許可では申請書本文又は添付書類に以下

の防護対策を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備及び着用 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドでは，以下のいずれか又

は複数の防護措置を考慮することとし

ている。 

・換気空調設備の隔離 

・制御室の正圧化 

・空気呼吸具等の配備 

・敷地内の有毒化学物質の中和等の措置

等 

 既許可では，重大事故等対処に必要な防

護具等の配備及び着用を行うこととし

ており，影響評価ガイドの考えに沿って

いる。 

 なお，影響評価ガイドでは，予期せず発

生する有毒ガスに対して，酸素呼吸器の

配備，酸素呼吸器を継続的に使用するた

めのバックアップ体制の整備，有毒ガス

ばく露下での作業手順及び実施体制の

整備の防護対策が講じられていること

を確認することとしている。また，重要

操作地点を定め，当該地点における有毒

ガス防護のための体制及び手順を明確

化することを求めている。これらについ

ては，技術的能力 1.0で整理する。 

 

 

【追加対策の要否について】 

既許可の対応は，影響評価ガイドの考えに

沿っており，追加で対策すべき事項はない。 

 

載や内容に差異はないため，既許可の記載を

変更する必要はない。 

 

 

３）操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全

対策に加えて， 放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い， 移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理

については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 1 0ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場所への

移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故等の対処時においては， 中央制御

室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電

時においては，確実に運搬及び移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

  

63



有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-8 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅱ）第１貯水槽

へ水を補給するための対応】（P8-添 1-709） 

(ⅱ) 敷地外水源を水の補給源とした， 第１ 

貯水槽への水の補給 

重大事故等時， 第１貯水槽を水源とした対

処を継続するために， 敷地外水源から第１貯

水槽へ水を補給することを想定し， 大型移送

ポンプ車を敷地外水源に移動及び設置し， 可

搬型建屋外ホースを敷地外水源から第１ 貯

水槽まで敷設し， 可搬型建屋外ホースを第１ 

貯水槽の取水箇所に設置した後， 大型移送ポ

ンプ車を起動し， 第１ 貯水槽へ水を補給す

る手段がある。 

火山の影響により， 降灰予報（「やや多量」

以上） が確認された場合は， 重大事故等の

進展状況に応じて事前の対応作業として， 可

搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰作業の準

備を実施する。また， 降灰が確認されたのち

必要に応じ， 除灰作業を実施する。 

（略） 

３） 操作の成立性 

重大事故等の対処においては， 通常の安全

対策に加えて， 放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い， 移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理

については， 個人線量計を着用し，１ 作業

当たり 10ｍSｖ 以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，実施組織要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。重大事故等の対処時においては， 

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては， 確実に運搬及び移動

ができるように， 可搬型照明を配備する。 

 

 

 

（関連する引用なし） 【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．第１貯水槽へ水

を補給するための対応】 

防護対象者，検知手段及び防護対策に対し

て左記２と３を比較した結果，既許可での対

応は影響評価ガイドの考えに沿っており，記

載や内容に差異はないため，既許可の記載を

変更する必要はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-9 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅲ）第１貯水槽

へ水を補給するための対応】（P8-添 1-723） 

(ⅲ) 淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 

貯水槽への水の補給 

（略） 

３） 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全

対策に加えて， 放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い， 移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理

については， 個人線量計を着用し，１ 作業

当たり 10ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管

理する。さらに， 実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，実施組織要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。重大事故等の対処時においては， 

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては， 確実に運搬及び移動

ができるように， 可搬型照明を配備する。 

（関連する引用なし） 【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅲ）第１貯水槽

へ水を補給するための対応】 

防護対象者，検知手段及び防護対策に対し

て左記２と３を比較した結果，既許可での対

応は影響評価ガイドの考えに沿っており，記

載や内容に差異はないため，既許可の記載を

変更する必要はない。 

 

【添付書類八 7.b.(c) ⅰ．第２ 貯水槽から

敷地外水源に第１ 貯水槽への水の補給源の

切り替え】（P8-添 1-728） 

重大事故等時， 第２ 貯水槽から敷地外水

源に第１ 貯水槽への水の補給源を切り替え

ることを想定し， 第２ 貯水槽近傍に設置し

ていた大型移送ポンプ車を敷地外水源近傍に

移動及び設置し， 敷地外水源近傍に敷設され

た可搬型建屋外ホースと大型移送ポンプ車を

接続する手段がある。 

火山の影響により， 降灰予報（「やや多量」

以上） が確認された場合は， 重大事故等の

進展状況に応じて事前の対応作業として， 可

搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰作業の準

備を実施する。また， 降灰が確認されたのち

必要に応じ， 除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

（関連する引用なし） 【添付書類八 7.b.(c) ⅰ．第２ 貯水槽から

敷地外水源に第１ 貯水槽への水の補給源の

切り替え】 

防護対象者，検知手段及び防護対策に対し

て左記２と３を比較した結果，既許可での対

応は影響評価ガイドの考えに沿っており，記

載や内容に差異はないため，既許可の記載を

変更する必要はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

補 1.8-2-10 
 

１－１.事業指定申請書（既許可） １－２．整理資料（既許可） ２.既許可の整理 
３. 規則要求及び影響評価ガイドに照らし

た追加対策等の要否の確認 
４.申請書及び整理資料への反映事項 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全

対策に加えて， 放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い， 移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理

については， 個人線量計を着用し，１ 作業

当たり 10ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，実施組織要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。重大事故等の対処時においては， 

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては， 確実に運搬及び移動

ができるように， 可搬型照明を配備する。 
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